
 

生駒市宅地内汚水ポンプ設備設置工事補助金及び維持管理補助金交付要綱  

（目的等）  

第１条  この要綱は、自然流下により汚水を公共下水道に排除することが困難な地

域にある、個人又は法人の家屋等（以下「家屋等」という。）の敷地（以下「低宅

地」という。）で発生する汚水を公共下水道に排除するための汚水用ポンプ設備（以

下「宅地内汚水ポンプ設備」という。）を設置する者に対して、その設置費用の一

部を補助すること（以下「設置補助」という。）、及び宅地内汚水ポンプ設備を使用

し、適正に維持管理を行っている者に対して、補助すること（以下「維持管理補助」

という。）に関し、生駒市補助金等交付規則（平成２０年１０月生駒市規則第１９

号）に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。  

第一章  設置補助  

（設置補助対象工事）  

第２条  この要綱による設置補助の対象となる工事は、公共下水道の事業計画区域

内において施工される宅地内汚水ポンプ設備等の設置工事（以下「対象工事」と

いう。）とし、工事内容は次に掲げるとおりとする。  

(１ ) 汚水ポンプ設備設置工事及びこれに伴う電気設備工事（汚水ポンプ、警報

機費は除く）  

(２ ) ポンプピット築造工事  

(３ ) 圧送管敷設工事  

２  前項の宅地内汚水ポンプ設備は、次の掲げる仕様を満たすものとする。  

(１ ) ポンプを２台設置し、単独交互運転するものであること。  

(２ ) ポンプ運転水位についての警報機能を有していること。  

 

 



（設置補助の要件）  

第３条  設置補助を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件のいずれ にも 該

当しなければならない。  

(１ ) 浄化槽（浄化槽法（昭和 58 年法律第 43 号）第２条第１号に規定する浄化

槽及びし尿のみを処理する設備又は施設をいう。）を設置している家屋等にあ

っては、当該浄化槽の廃止工事を行うこと。  

(２ ) 対象工事は、生駒市下水道条例（昭和 59 年生駒市条例第 15 号。以下「条

例」という。）第 8 条に定める指定工事店が施工すること。  

(３ ) 宅地内汚水ポンプ設備を設置する土地の所有者と設置者が異なる場合は、

当該土地所有者の同意が得られていること。  

(４ ) 市税、下水道事業受益者負担金、下水道使用料及び水道料金を滞納してい

ないこと。  

（設置補助金の額）  

第４条  宅地内汚水ポンプ設備設置工事補助金（以下「設置補助金」という。）の額

は、対象工事に要した費用とし、３４２，０００円を限度とする。た だ し 、算 出

さ れ た 額 に １ ， ０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 当 該 端 数 を 切 り 捨 て る

も の と す る 。  

（設置補助金の交付申請）  

第５条  設置補助金の交付を受けようとする者（以下「設置補助申請者」とい

う。）は、条例第７条第１項の規定による申請書を提出する際に、宅地内汚水ポ

ンプ設備設置工事補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添え

て、市長に提出しなければならない。  

(１ ) 宅地内汚水ポンプ設備設置工事の見積書  

(２ ) 宅地内汚水ポンプ設備設置工事設計図（平面図、縦断図、低宅地であるこ

とが確認できる図面）  



（設置補助金の交付決定）  

第６条  市長は、前条の申請があったときは、提出書類を審査の上、設置補助金交

付の可否を決定し、宅地内汚水ポンプ設備設置工事補助金交付決定通知書（様式

第２号）又は宅地内汚水ポンプ設備設置工事補助金不交付決定通知書（様式第３

号）により、設置補助申請者に通知するものとする。  

（設置工事実績報告）  

第７条  設置補助申請者は、条例第９条第１項の規定による工事の検査に合格した

ときは、速やかに宅地内汚水ポンプ設備設置工事実績報告書（様式第４号）を市

長に提出しなければならない。  

（設置補助金の額の確定）  

第８条  市長は、前条の実績報告書を受理したときは、設置補助金の額を確定し、

宅地内汚水ポンプ設備設置工事補助金確定通知書（様式第５号）により設置補助

申請者に通知するものとする。  

（設置補助金の請求及び交付）  

第９条  前条の規定により設置補助金の額の確定通知を受けた設置補助申請者は、

宅地内汚水ポンプ設備設置工事補助金交付請求書（様式第６号）により、市長に

設置補助金を請求するものとする。  

２  市長は、前項の請求書を受理したときは、審査の上、設置補助金を交付するも

のとする。  

 

 

第二章  維持管理補助  

（維持管理補助対象者）  

第 10 条  この要綱による維持管理補助の対象者は、宅地内汚水ポンプ設備を使用

し、当該宅地内汚水ポンプ設備を適正に維持管理している者とする。  



（維持管理補助の要件）  

第 11 条  維持管理補助を受けるには、次に掲げる要件のいずれにも該当しなけれ

ばならない。  

(１ ) 条例第９条第２項に規定する検査済証を交付した日から１５年を経過して

いない宅地内汚水ポンプ設備であること。  

(２ ) 排水設備及び宅地内汚水ポンプ設備によって当該宅地内のすべての汚水が

公共下水道に排除されていること。  

(３ ) 市税、下水道事業受益者負担金、下水道使用料及び水道料金を滞納してい

ないこと。  

（維持管理補助金の額）  

第 12 条  維持管理補助金の額は、第 １ ４ 条 の 規 定 に よ る 交 付 決 定 の 日 の 属 す る

年 度 の ４ 月 か ら 翌 年 ３ 月 ま で の 年間２０，０００円とする。ただし、第 ２ 条 第

２ 項 に 定 め る 仕 様 以 外 の も の に つ い て は 別 に 定 め る 額 と す る 。  

２  維持管理補 助 の 対 象 と な る 期 間 が 1 年 に 満 た な い 場 合 は 月 割 り と し 、 算

出 さ れ た 額 に １ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 当 該 端 数 を 切 り 捨 て る も

の と す る 。  

（維持管理補助金の交付申請）  

第 13 条  維持管理補助金の交付を受けようとする者（以下「維持管理補助申請

者」という。）は、宅地内汚水ポンプ設備維持管理補助金交付申請書（様式第７

号）に設置場所の位置図を添えて市長に提出しなければならない。  

（補助金の交付決定）  

第 14 条  市長は、前条の申請があったときは、提出書類を審査の上、維持管理補

助金交付の可否を決定し、宅地内汚水ポンプ設備維持管理補助金交付決定通知書

（様式第８号）又は宅地内汚水ポンプ設備維持管理補助金不交付決定通知書（様

式第９号）により、維持管理補助申請者に通知するものとする。  



（変更等承認申請）  

第 15 条  前条の規定により、維持管理補助金交付決定の通知を受けた者で、交付

決定通知を受けた後、補助金交付申請内容を変更し、若しくは補助対象となった

宅地内汚水ポンプ設備の維持管理を中止し、又は廃止しようとするときは、変更

承認申請書 (様式第 10 号 )を市長に提出し、その承認を受けなければならない。  

（維持管理実績報告）  

第 16 条  維持管理補助申請者は、申請年度末月に宅地内汚水ポンプ設備維持管理

実績報告書（様式第 11 号）を市長に提出しなければならない。ただし、年度の

途中で宅地内汚水ポンプ設備の維持管理を中止又は廃止等したときは、速やかに

実績報告書を市長に提出しなければならない。  

２  市長は、前項の実績報告書を受理したときは、実績報告書の内容を審査するも

のとする。  

（維持管理補助金の額の確定）  

第 17 条  市長は、前条第 2 項の規定による審査の結果、維持管理の内容が適切で

あると認めたときは、維持管理補助金の額を確定し、宅地内汚水ポンプ設備維持

管理補助金確定通知書（様式第 12 号）により維持管理補助申請者に通知するも

のとする。  

（維持管理補助金の請求及び交付）  

第 18 条  前条の規定により維持管理補助金の額の確定通知を受けた申請者は、宅

地内汚水ポンプ設備維持管理補助金請求書（様式第 13 号）により、市長に維持

管理補助金を請求するものとする。  

２  市長は、前項の請求書を受理したときは、審査の上、維持管理補助金を交付す

るものとする。  

 

 



第三章  その他  

（宅内ポンプ設備の維持管理）  

第 19 条  補助金の交付を受けた者は、宅地内汚水ポンプ設備について、機能を損

なわないよう適正に維持管理を行わなければならない。  

（施行の細目）  

第 20 条  この要綱に定めるもののほか、宅地内汚水ポンプ設備設置工事補助金及

び維持管理補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

 

附  則  この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。  

附  則   

１  この要綱は、令和４年１月１日から施行し、令和６年３月３１日限り、その効力

を失う。  

附  則   

１  この要綱は、令和６年４月１日から施行し、令和９年３月３１日限り、その効力

を失う。  


